
（資料 3）  

【そ   の   他】  

・18年度予算（案）における対応   ■ t・ －1  

・児童相談所に隣接して子どもの心の診療所が設置  

されている例  

・児童心理司の配置割合の高い自治体・t t ・5   



18年度予算（案）における対応  

○ 児童相談所における家族療法事業の実施  

内 容   

児童虐待防止対策支援事業のカウンセリング強化事業に、親支援を強化する  

ため、地域の医療機関等と協力し、児童相談所における治療計画の作成や、親  

子治療、家庭訪問治療等を行う家族療法事業を加える。  

予算額   

児童虐待■DV対策等総合支援事業（統合補助金：1，783百万円）の  

一部  

補助先  都道府県・指定都市・児童相談所設置市  

○ 心理療法担当職鼻を全ての一時保護所に配置  

内 容   

一時保護所に保護されている子どもの行動観察や、心のケアを行う心理療法  

担当職員を全ての一時保護所に配置する。  

予算額   

児童保護費等負担金（児童入所施設措置糞等：72，501百万円）の一部  

補助先  都道府県・指定都市・児童相談所設置市  

○ 一時保護（委託を含む）の一般生活費に新たに乳児用単価を設定  

内 容   

一時保護所糞、一時保護委託費にかかる一般生活真について、乳児用単価を  

設定する。  

予算額   

児童保護費等負担金（児童入所施設措置費等：72，501百万円）の一部  

補助先  都道府県・指定都市・児童相談所設置市  
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○ 児童養護施設等で家族療法事業を実施  

内 容   

情緒障害児短期治療施設において実施している家族療法事業（入所している  

子ども及びその家族全体に対して心理療法等を行う事業）について、児童養護  

施設等の心理療法担当職員の常勤化等に併せ、児童養護施設、乳児院及び児童  

自立支援施設に対象を拡大する。  

予算籠   

児童保護責等負担金（児童入所施設措置責等：72，501百万円）の一部  

補助先  都道府県・指定都市・児童相談所設置市  

○ 児童相談所に里親委託推進員を配置  

内 容   

児童相談所に「里親委託推進員」を配置するとともに、「里親委託推進委員  

会」を設け、乳児院等の児童福祉施設及び里親との連携を図りつつ、施設から  

里親への子どもの委託を総合的に推進する。  

予算額   

児童虐待・DV対策等総合支援事業（統合補助金：1，783百万円）の  

一部  

補助先  都道府県・指定都市・児童相談所設置市  

○ 育児支援家庭訪問事業の改善  

内 容   

出産後間もない時期や養育が困難な家庭に対して、育児・家事の援助や、技  

術指導等を行う育児支援家庭訪問事業について、「子ども・子育て応援プラン」  

に基づき、取組の着実な推進を図るとともに、妊娠期からの継続的な支援を行  

うため、分娩に関わった産科医療機関の助産師等による訪問支援の充実（加算  

制度の創設）を図る。  

予算額   

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金：33，956百万円）の一部  

補助先  市町村  
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児童虐待対応業務のIT化の促進  

1．事業内容  

近年、増加する児童虐待相談など、専門性の高い業務への児童相  

談所の対応能力を一層高めるため、児童相談所において相談記録等  

の標準化・データベース化を行うとともに、児童福祉司の専門的判  

定を支援するシステムを開発。  

具体には、厚生労働科学研究「子ども家庭総合研究」において実  

施した「児童福祉専門職の児童虐待対応に関する専門性向上のため  

のマルチメディア教育訓練教材及び電子書式の開発的研究」を児童  

相談所に導入・カスタマイズする。  

（1）lTを活用して、記録類の標準化・データーベー ス化とデー  

ターの傾向分析による児童虐待対応リスクアセスメントの策  

定及びシステム化等   

（2）児童福祉司等が自己学習を行うことにより資質の向上を図る  

ためのマルチメディアを利用した教育訓練プログラムを導入  

する。   

（3）事業期間は、平成15年度から平成17年度までの3年間  

北海道、大阪府、神戸市  2．補助先   
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